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IP化時代の通信端末に関する検討

11

次世代ＩＰネットワークが本格化する2010年までに環境整備が必要次世代ＩＰネットワークが本格化する2010年までに環境整備が必要

「ＩＰ化時代の通信端末に関する研究会」（座長：相田仁 東京大学教授）
において、平成１８年１２月から検討を行い、平成１９年８月に報告書取りまとめ。

「ＩＰ化時代の通信端末に関する研究会」（座長：相田仁 東京大学教授）
において、平成１８年１２月から検討を行い、平成１９年８月に報告書取りまとめ。

… …
アナログ電話

交換機

既存アナログ電話網既存アナログ電話網

接続性の向上接続性の向上 利便性の向上利便性の向上安心・安全の確保安心・安全の確保

ＩＰネットワークＩＰネットワーク

端末がネットワークの一端に
接続しているだけ

端末がネットワークの一端に
接続しているだけ

多様な端末が様々なネットワークに接続、
連携して新しいサービスを実現

多様な端末が様々なネットワークに接続、
連携して新しいサービスを実現

端末がネットワークと連携し、ウィルスや
不正パケットを発見、退治

端末がネットワークと連携し、ウィルスや
不正パケットを発見、退治

ユーザーＩＤで様々な端末が自分の端末に変化
ソフトウェアのダウンロードによりサービスや

機能が自在に変化

ユーザーＩＤで様々な端末が自分の端末に変化
ソフトウェアのダウンロードによりサービスや

機能が自在に変化

ＩＰ網
ＩＰ網ＩＰ網

ＩＰ網
ＩＰ網ＩＰ網

ＩＰ網ＩＰ網
不正パケット

ファイア
ウォール

ＩＰ網
ＩＰ網ＩＰ網

どこでもOK！
マイ端末

ＩＰ網
ＩＰ網ＩＰ網

ＩＰ網
ＩＰ網ＩＰ網

ＩＰ網
ＩＰ網ＩＰ網

ＩＰ網
ＩＰ網ＩＰ網

ＩＰ端末
ＩＰ端末

光アク セスなど

端末とネットワークが連携して
様々な機能・サービスを実現

端末とネットワークが連携して
様々な機能・サービスを実現

ネットワークと端末が連携して実現するネットワーク
→ 端末側からの視点の技術的検討も重要

ネットワークと端末が連携して実現するネットワーク
→ 端末側からの視点の技術的検討も重要

機器のユビキタス化 ブロードバンド化

ネットワークのIP化

「IP化時代の通信端末に関する研究会」報告書より



IP化時代の通信端末の実現に向けた検討課題

22

新たなサービス・市場の創出に向けて新たなサービス・市場の創出に向けて

「IP化時代の通信端末に関する研究会」報告書より

利用者が安心できる端末利用環境の実現利用者が安心できる端末利用環境の実現



開発推進ＷＧ



開発推進ＷＧでの検討課題

44

相互接続性検証テストベッドの検討

IDポータビリティの実現に必要な
技術要素の検討



相互接続性・運用性の要求

55

音声による通信
ｱﾅﾛｸﾞ通信網

情報通信
デジタルネットワーク

80代前半まで

80代後半以降

 ISDN サービス開始（１９８８）
 新キャリアとデジタル・サービスの

増加

 各種の情報通信機器が多くのベ
ンダーから市場に投入された

＜通信ｼｽﾃﾑの相互接続性の要求＞
健全な情報通信市場の発展のために、異なるベンダーの機器間の相互

接続性を確保する仕組みが必要。

IP-Network
⇒ NGN

2000年以降

第２回開発推進ＷＧ資料（HATS推進協議会）より抜粋



0AB-J IP電話サービスにおける課題

66

ａ） ＵＮＩを公開しているキャリアが少なく、ネットワークとの接続性の事前確認不可能
 ＵＮＩ仕様を入手するためには、キャリアとの契約が必要

ｂ） 標準等におけるグレーゾーンの存在
 ＴＴＣ標準やＲＦＣの内容に、ベンダやキャリアがそれぞれ個別特異部分を付加

ｃ） ＵＮＩは、キャリア毎にＴＴＣ標準などで定められた仕様と差分
 一般的にはＴＴＣ標準やＲＦＣに合致している仕様であるが、キャリアの都合で一部異なる場合もある。

ａ） 各キャリアが０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話サービスの端末を提供
 各キャリアは、通信端末ベンダと共同で０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話サービスの端末の開発･販売を行なっており、携

帯電話と同様端末がオープンではない。

ｂ） 公な端末機器認定がない
 キャリア毎の接続検証であるため、現状の端末機器認定ができず、通信端末ベンダが、一般消費者に直接販売

するのが困難である。

ａ）各キャリアが接続検証環境を持っているため、キャリアをまたいだ検証が不可能

ｂ）各キャリアが試験構成、試験項目、確認試験データを個別に設定している。

 キャリアの標準端末との接続検証、既に接続検証の済んだ端末との総当りの接続検証など、キャリアによっ
て試験構成、試験項目などが決められている。

ＵＮＩ規定に関する課題

通信端末に関する課題

接続検証における設備・試験方法に関する課題

第１回IP端末部会資料（情報通信ネットワーク産業協会）より抜粋



相互接続性・運用性を検討すべき事項
(アンケート内容)

 検証対象のネットワーク
 想定されるネットワーク
 ＩＰ網（ＮＧＮを含む）
 ＨＧＷ
 企業ＮＷ 等

 検証対象の端末
 電話
 ＩＰ電話
 ＦＭＣ
 情報家電
 ＩＰ－ＰＢＸ
 ＴＶ会議システム 等

 検討の優先度
 優先して検討することが必要な

ネットワークや端末の順位付け

 検証する具体的な機能
 今後のネットワークや端末の機能

についての洗い出し

 検証しなければならない理由
 相互接続性・運用性を検証しなけ

ればならない理由の洗い出し

 必要な時期
 各ネットワークや端末において、

相互接続性・運用性の検証がいつ
必要と考えられるか

77

開発推進ＷＧにて、テストベッドにて検討すべき事項を整理するため、左記のネットワ
ークや端末を想定し、右記の事項についてアンケートを実施した。



相互接続性・運用性を検討すべき事項
(ネットワーク及び通信)

88

HGWHGWPBXPBX

HGW折り返しの通信の検討は
他WGで行っているため検討対象外

PBX折り返しの
通信は検討対象

NGN End-Endの

通信は検討対象

本ＷＧにおいて相互接続性・運用性を検証する対象は以下のネットワーク及び通信
とする。

NGN



相互接続性・運用性を検討すべき事項
(アンケート結果)

ネットワーク 検証する端末 検証する機能 検証する理由 必要な時期 その他

NGN 電話 ・End to Endの通信品質
（R値や遅延）

・持続性、遅延
・正常、準正常の全項目
・他メーカ間の接続
・SIP/認証の接続性
・相互接続性、転送等の通話

以外の拡張動作
・セキュリティ検証

・他社端末間の確実な接続を実
現するため

・ユーザへの確実なサービス提
供を行うため

・標準化実装に対して不十分の
ため

・NGNの最も標準的なサービス
として提供されるため、入念
な検証が必須

・事業者にまたがった場合での
音声品質が最優先のため

・IP電話の場合、環境
整い次第

・サービス開始の３ヶ
月以上前

・NGNサービスが普
及する前まで

・2010年以降のNGN
普及期

・2008年
・早期に

・音声品質が最優先

企業ＮＷ IP-PBX ・接続性、遅延
・異ネットワークに対する接

続性
・正常、準正常の全項目
・通話品質
・他メーカ間の接続
・セキュリティ

・他社端末間の確実な接続を実
現するため

・ユーザへの確実なサービス提
供を行うため

・標準化実装に対する検証

・サービス開始の３ヶ
月以上前

・今すぐ
・2007年中

・NGNとしては企業
内は関係無い

・NGN時検討

IP電話 ・接続性、遅延
・End to endの通信品質
・正常、準正常の全項目
・通話品質
・他メーカ間の接続
・相互接続性
・障害発生時の経路選択
・SIP付加サービス機能（保

留・転送、ピックアップ、
パーク保留他）

・他社端末間の確実な接続を実
現するため

・ユーザへの確実なサービス提
供を行うため

・標準化実装に対する検証
・標準化でも参考実装があるの

みで、各社プロトコルがまち
まちのため

・サービス開始の３ヶ
月以上前

・今すぐ
・状況見合
・2010年
・FMC時代には必須（

2009年頃）

・NGNとしては企業
内は関係無い

・NGN時検討
・各キャリア単位が実

情、総合テストベッ
ドが有効

・FMCなどでIP-PBX
またがる場合に必要

99

アンケートの結果、下記の３項目について優先度が高かった。

第３回開発推進ＷＧ資料（構成員アンケート）より抜粋



相互接続性・運用性検証の在り方

1010

製品の開発
標準化機関による端末の機能や

インターフェースの標準化

検証結果に基づくフィードバック
○ 各社製品の実装規約への反映
○ ＴＴＣ技術レポートへの反映
○ ＣＩＡＪガイドラインへの反映
○ 技術基準、技術的条件への反映 等

利用者へ提供

標準化機関及び業界
団体の連携が必要

標準化機関及び業界
団体の連携が必要

テストベッドにおける機能正常性の確認

○NGN
事業者を跨いだ接

続性検証が必要

○NGN
事業者を跨いだ接

続性検証が必要

利用者への周知・啓発
○ 適合マーク貼付

（実験の成功or実装規約への適合） 等

○0AB~J IP電話端末
HATS等既存の仕組
みの拡張が必要

○0AB~J IP電話端末
HATS等既存の仕組
みの拡張が必要

ベンダ-キャリア間
のNDAの取扱いに
ついて整理が必要

ベンダ-キャリア間
のNDAの取扱いに
ついて整理が必要

端末認定の在り方に
関する検討が必要

端末認定の在り方に
関する検討が必要

キャリアのUNI仕様が明らかになり、
ITU-T勧告に準拠した端末が
複数市場に出回った時点、

または関係者からの要望があった時点での
実現を予定



① IDに関する技術
多様な端末にて個人の端末機能を使用

するためには、IDの受け渡しが

重要となる。そのためには、端
末の個人IDを動的に受け渡すた
めに、ID識別技術やID管理技術

が必要となる。既存のID技術の
みならず新たなID技術に対応で
きる仕組み作りが必要である。

IDポータビリティの実現に必要な要素

1111

⑤ネットワーク連携
場所の移動や、利用端末の変更により利用するネットワ

ークを切り替えるため、各通信キャリアのネットワークで

の連携が必須となる。この連携の仕組みを行うことが必要
である。

⑥課金方法等
１つのIDにより複数の端末を利用することができるため

、課金方法等が問題となる。１つのIDでの課金となるため
、課金情報を一元管理し利用状況をデータベース化する必

要性がある。

⑦ＩＤ管理
利用者の個人情報保護の観点から、課金情報や利用状況

等を一元化したデータベース構築する場合、そのデータベ
ース安全に管理できる仕組みが必須である。

②ハンドオーバー技術
個人が利用しているサービスを、端末

を変更後も継続したままサービ

スが行える技術が必要となる。
ネットワークが変わった時に、
自動的にネットワークの切換が

行われる技術が必要となる。

③セキュリティ技術
利用端末が利用場所毎に変更しIDによ

る連携を行っていくことから、

盗聴やなりすまし等の危険が増
加する。①及び②の技術をより
安全にするためにも、情報のセ

キュリティ制御等の仕組みが必
要となる。

④端末の環境整備
場所によることなく、家庭内にて行っ

ているサービスと同等のサービ

スを享受できるようにするため
には、IDによって紐付けされた
端末が同等の機能を有している

ことが必要となる。



責任分担モデルＷＧ



端末の責任分担モデル策定の方向性

1313

端末設備と事業用電気通信設備（ネットワーク側）との間に法令上、責任分界がある。
○事業用電気通信設備 → 電気通信事業者に責任
○端末設備 → 端末設備利用者に責任

法令上の責任分界

今後、電気通信事業者、ＡＳＰ、ソフトウェアメーカ、端末メーカ（ゲートウェイ、
モジュール）の複合形態によりサービスが提供され、またサービスも、ベストエ
フォートのものとギャランティのもの、セキュリティの高低など、同じようなサー
ビスでも提供環境が異なることになる。

サービスの多様化

利用者から見て、問題発生時に何が原因か、もしくは問題かどうかすら分かり難い事
象が発生。

問題発生箇所の多様化

ネットワークの
ＩＰ化に伴い

サービスが変化

サービスの多様化
に伴い、問題発生

箇所も多様化

責任分担が多様化・複雑化・曖昧化



責任分担モデル策定の流れ

1414

法令上の責任分界

責任分界の整理
・法的に担保されている責任分界
・契約等で担保されている責任分界

次世代ネットワーク（ＮＧＮ）をベースとして、発生する
おそれのあるトラブルとその対策を主体毎／設備毎に検討

標準機器構成にて整理



関係主体毎の責任の明示方法の整理

1515

端末 L NW A NW B 端末 R

UNI NNI UNI

端末利用規約
取扱説明書

利用者約款
接続約款

or
個別契約

利用者約款
端末利用規約
取扱説明書

端末の接続に
関する

技術基準

事業用電気
通信設備の
技術基準

事業用電気
通信設備の
技術基準

端末の接続に
関する

技術基準

製造物責任法
（ＰＬ法）

重要事項説明 重要事項説明
製造物責任

法
（ＰＬ法）

コンテンツ
サーバ

NW A NW B 端末 R

SNI NNI UNI

契約書 利用者約款
接続約款

or
個別契約

利用者約款 取扱説明書

事業用電気
通信設備の
技術基準

事業用電気
通信設備の
技術基準

端末の接続に
関する

技術基準

責任の明示

法的規律

責任の明示

法的規律

コンテンツ事業者との契約が
その他の契約を縛る可能性あり

（送信側） （受信側）



契約関係

1616

利用者

ベンダ

キャリアB キャリアA

コンテンツ・
アプリケーション

利用者約款

契約取扱説明書

端末の
技術的条件

接続約款
個別契約

実装規約

利用者約款

NDAに基づく
詳細仕様の開示

認定機関

端末の
技術基準適合認定



（参考）標準機器構成

1717

キャリアA キャリアB ユーザRユーザL

ベンダRベンダL

キャリアA キャリアB ユーザRサービス提供者

ベンダR

コンテンツ

サービス提供者



責任分担モデルの検討

1818

リスク及び課題の抽出
関係する主体間の相互関係を整理し、主体別にどのようなリスク・課題が発
生する可能性があるか、具体的なサービス、利用シーン毎に抽出する。

リスク及び課題に対する解決策の検討
各主体がリスクや課題に対して適正に対応し、安定したサービス提供を行う
ために必要な技術的方策や規定の方法について検討

責任分担モデルの検討
標準機器構成、標準的なサービス適用形態でのリスク、課題、解決策のモデル

サービス毎の積み重ね
（音声…） 新サービスへの適用

契約約款（電気通信事業者）、機器取扱説明書（ベンダー）、利用規約（契約約款（電気通信事業者）、機器取扱説明書（ベンダー）、利用規約（ASPASP、、
CPCP）等への反映）等への反映
紛争処理メカニズムの構築に向けた検討（今後）紛争処理メカニズムの構築に向けた検討（今後）
アップグレード端末の認証手法に関する検討（今後）アップグレード端末の認証手法に関する検討（今後）



検討イメージ

1919

サービス リスク主体 想定されるリスク 想定されるトラブル 具体的解決策の例（事前対策は●、事後対策等は

■） 
電話 利用者 端末機器の故障 電話がかけられない 

音質が悪い 
■端末ベンダが対応窓口を設置 

個人情報の流出 いたずら電話 ●情報の暗号化 
端末機器に起因する

事故 
感電・火傷・負傷 
火災 

●取扱説明書等に基づく適正利用 
■端末ベンダの対応窓口への相談 
■法規に基づく対応 

端末ベンダ 機器の実装レベルの

不具合 
電話がかけられない 
音質が悪い 

●端末ベンダが取扱説明書に提供条件を明示 
■端末ベンダが対応窓口を設置 

他社製品との接続不

良 
電話がかけられない 
音質が悪い 

●端末ベンダが取扱説明書に提供条件を明示 
■端末ベンダが対応窓口を設置 
●実装規約の共通化、標準規格化 
●相互接続性試験の推進 

キャリア 自社の設備の不具合 電話がかけられない 
音質が悪い 

●設備の二重化（リスクの回避） 
●適切な集約規模（リスクの低減） 
●故障対応体制の充実（迅速な回復） 
●約款へ提供条件を明示 

宅内設置された自社

の設備に起因する事

故 

感電・火傷・負傷 
火災 

●取扱説明書等に基づく適正利用 
■キャリアの対応窓口への相談 
■法規に基づく対応 

共通 個々のトラブルに関

する責任の所在の不

確かさ 

トラブル発生時の紛

争処理の深刻化・長期

化 

●責任分担モデルの作成（契約約款、取扱説明書

に記載） 
■コッミッショナー制度、ADR による紛争処理
メカニズムの構築 



開催概要

2020

平成19年
11月 12月

平成20年
１月 2月 3月

次世代ＩＰネットワー
ク推進フォーラム
定期総会

▲

24日（予定）

第２回

・ 部会報告

・ 20年度活動方針

ＩＰ端末部会 ▲

8日

第１回

・ ＷＧ中間報告

▲

13日

第２回

・ ＷＧ中間報告

開発推進ＷＧ ▲
28日
第１回

▲
12日
第2回

▲
２４日
第３回

▲
２１日
第４回

責任分担モデルＷＧ ▲

1１日
第１回

１ スケジュール表

２ 検討状況
第１回ＩＰ端末部会：部会長代理の指名、部会での検討課題の確認、ＷＧの設置等を行った。

第１回開発推進ＷＧ：ＷＧ設置要綱の承認、サブーリーダーの指名、ＷＧでの検討課題の確認等を行った。
第２回開発推進ＷＧ：ＴＴＣ事務局、ＨＡＴＳ推進協議会及びフュージョン・コミュニケーションズより、取組状況の発表を

行った。また、ＷＧの中間報告書策定に向けた議論を行った。
第３回開発推進ＷＧ：今後必要となるテストベッドの整理やＩＤポータビリティ実現に必要な要素について議論を行い、ＷＧ

の中間報告書策定に向けた議論を行った。

第４回開発推進ＷＧ：開発推進ＷＧ報告書の内容について、議論を行った。

第１回責任分担モデルＷＧ：ＷＧ設置要綱の承認、サブーリーダーの指名、ＷＧでの検討課題の確認、小検討グループの設置
等を行った。


